
高梁・新見圏域救急医療体制推進協議会規約 
 
（名称及び目的） 
第１条 本会は、高梁・新見圏域救急医療体制推進協議会（以下「協議会」という。）と称し高梁 

・新見圏域における関係機関相互の密接な連携を通じて、救急医療体制の整備推進を図ること 
を目的とする。 
 

（業 務） 
第２条 協議会の業務は次のとおりとする。 
（１）救急医療体制の整備促進に関すること。 
（２）災害時の医療体制の検討及び救護班編成に関すること。 
（３）災害時の救急医療訓練に関すること。 
（４）救急医療に関する情報の収集と周知に関すること。 
（５）小児救急医療の推進に関すること。 
（６）その他必要な事項に関すること。 
 

（組 織） 
第３条 協議会は、別表に掲げる団体の代表者を委員として組織する。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は任期満了後であっても、新たに委員が決定されるまでは、その職務を行うものとする。 
３ 委員の再任を妨げない。 
 

（役 員） 
第５条 協議会に会長１名、副会長３名置き、構成員の互選によって定める。 

２ 会長は会務を総理し、会議の議長となる。 
３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 
（会 議） 
第６条 協議会は、会長がこれを召集する。 

２ 会議は構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 
（連絡会） 
第７条 高梁・新見管内において、関係機関による連絡会を適宜開催することができる。 
 
（経 理） 
第８条 協議会の経費は委託費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 
 
（会計年度及び出納閉鎖） 
第９条 協議会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 
 
（事務局） 
第１０条 協議会の事務局は備北保健所に置く。 
 
（その他） 
第１１条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長がこれを定める。 
 
附則 
この規約は平成１０年３月２５日から適用する。 
この規約は平成１６年１月２６日から適用する。 
この規約は平成１７年１０月２８日から適用する。 
この規約は平成２２年８月２６日から適用する。 
この規約は平成２５年１１月２８日から適用する。 
この規約は平成３１年１月２５日から適用する。 
この規約は令和６年６月２１日から適用する。 
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